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ＨＰＶワクチン接種に係る啓発ポスターについて

このことについて、すでに、学校等にはポスターが届いていることと存じますが、本啓発ポ

スターは、ＨＰＶワクチンの啓発活動の一環として、北海道大学病院と北海道が連携し、作成

しているものであり、保健福祉部感染症対策局感染症対策課予防接種担当課長から各医療機関

等にも周知されているところです。

つきましては、ＨＰＶワクチン接種について周知・啓発するため、校内等への掲示に協力い

ただくほか、ＨＰＶワクチン接種に係る相談があった場合には、下記に示す相談窓口等を紹介

するなど適切に対応願います。

市町村教育委員会におかれましては、所管の学校に周知願います。

なお、ワクチン接種は強制ではなく、正しい情報と理解の下で、本人や保護者の自発的意思

に基づいて行われるべきものであり、特に、接種の有無による差別等が生じないよう留意願い

ます。

記

○ 北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課Webページ

「ＨＰＶワクチンについて」

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/kak/hpv.html

「子宮頸がん予防ワクチン接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について」

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/kak/hpvsoudanmadoguchi.html


